
医療機関

【発生届の対象者】
❶65歳以上の方
❷入院を要する方
❸重症化リスクがあり、かつ、
新型コロナ治療薬の投与又は
酸素投与が必要な方
❹妊婦

上記❶～❹以外の方

入 院
（重点医療機関等）

症状悪化時
等の相談

発生届 宿泊療養

保健所

・自己検査（無症状又は軽症の方）

・薬局等での無料検査（無症状の方）

保健所が
入院調整

自宅療養者支援
・食料支援 等

陽性者健康フォロー

アップセンター

・陽性者の登録
・体調に不安のある方や
症状悪化時の相談対応

・療養期間等の問合せ対応

等

原則、
自宅療養

自宅療養情報提供

保健所が
宿泊先調整

陽性者が

自ら登録

「陽性」になった場合の登録や自宅療養中の健康相談

自己検査等で
陽性になった方

専用WEBサイトから登録
（24時間受付）

登録はこちらから → 

自己検査等で陽性になった方の登録方法に関するお問合せ

050-5444-2359（9:00～17:00）

療養中のご相談・お問合せ
◆自宅療養中の体調不安や症状悪化時の相談
◆自宅療養に関する問合せに対応
（療養期間、食料支援、宿泊療養ほか）
◆医療機関で陽性診断の方(発生届対象外)の登録相談

◆陽性者登録をしていない方も相談可能です

陽性者健康フォローアップセンター

自己検査等による陽性登録が可能な対象者（全てに当てはまる方）
※１つでも当てはまらない方は医療機関を受診してください
・県内在住 ・10歳以上64歳以下
・妊娠していない ・基礎疾患がない
・市販薬を活用して自宅療養が可能であると自身で判断できる
・スマートフォン、タブレットPC等でのメール連絡が可能

050-5530-2138（24時間受付）

医療機関で陽性と診断
された方（発生届対象外）

専用WEBサイトから登録
（24時間受付）

登録はこちらから → 

感染者総数と年代
別内訳は医療機関
から県庁へ報告
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令和４年 11 月１日 

健 康 福 祉 部 

市町村と連携した新型コロナ感染症への対応について 

１ オミクロン株対応ワクチンに係る市町村連携巡回接種事業                

  
ワクチン接種は重症化予防対策の要であり、オミクロン株対応ワクチンの接種を進 

めるため、市町村と連携した巡回接種事業の実施への御協力をお願いします。 
 
（１）実施日程 

11月 12日（土）から 12月 18日（日）の土日祝（11日間） 

（２）接種対象者 

 ２回目接種を終えた 12歳以上の方 

（３）接種人数 

   約 6,500人（11日間合計） 

（４）役割分担 

   〇市町：接種会場の手配、ワクチンの確保及び会場への配送、広報 

  〇県：医療従事者の確保、接種会場運営、接種者の予約受付、広報 

（５）接種会場 

   〇希望のあった県内 11市町に設置 

山形市、中山町、寒河江市、河北町、西川町、大江町、真室川町、川西町、 

小国町、鶴岡市、三川町 

 〇会場となる市町以外の方も接種可能 
  

２ 市町村と連携した自宅療養者への支援                               

 
自宅療養者が急増した８月以降、自宅療養者支援について市町村に御協力をお願い 

 しているところですが、発生届の限定化後も、特に一人暮らしの方への支援について、 

引き続き御協力をお願いします。 
 

 （１）連携・協力の依頼 

  〇県が行っている自宅療養者の健康観察や食料等の配送などの支援を補完する取組

みについて、市町村に協力を依頼（７月 28日） 

  〇発生届の限定化（９月 14日）に伴い、一人暮らしの自宅療養者支援について協力

を依頼（９月 22日） 

（２）連携状況 

  32市町村で高齢者等の自宅療養支援について連携 

（保健所設置市である山形市を除く） 

＜取組み事例＞ 

①保健所の依頼により市町村職員が一人暮らしの高齢者等を訪問し、健康確認 

②食料等の配送と申込者を対象とした保健師による健康の確認 

③タクシー業者と連携した日用品等の買い物支援 

以上 
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